
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

○ 調査票の記入にあたっては、この手引き及び調査票の注意事項を御参照ください。 

○ 御提出いただいた調査票の内容についてお問合せさせていただくことがあります

ので、その際には御対応の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

企業行動に関するアンケート調査（令和７年度） 

 

 調査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ 

 

 記入のしかた 

 全体について・・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ 

 企業情報について・・・・・・・・・・・・・・・２ページ 

 問１について・・・・・・・・・・・・・・・・・３ページ 

 業種別分類表・・・・・・・・・・・・・・・・・５ページ 

 問２について・・・・・・・・・・・・・・・・・６ページ 

 問３について・・・・・・・・・・・・・・・・・７ページ 

 問４について・・・・・・・・・・・・・・・・・９ページ 

 問５について・・・・・・・・・・・・・・・・・1０ページ 

 

 御参考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1２ページ 

 

＜目次＞ 

＜問合せ先＞ 

「企業行動に関するアンケート調査」調査実施事務局 

TEL: 0120-901-849（受付時間：平日 9:00～18:00） 
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企業が今後の景気や業界需要の動向をどのように見通しているか、どのように行動しようとしている

かなどについて継続的な調査を行うことにより、企業活動の面から我が国経済の実態を明らかにする

ことを目的としております。 

 

 

 

この調査は、昭和 36 年度から調査を開始し、統計法（平成 19年法律第 53号）に基づく一般統計調

査として毎年実施しております。 

 

 

 

東京証券取引所のプライム市場及びスタンダード市場、名古屋証券取引所のプレミア市場及びメイン

市場に上場する全企業（約 3,200社） 

 

 

 

令和８年１月 15 日（木）までに、以下の（１）または（２）の方法により、御回答ください。 

 

 

（１）郵送による回答                （２）オンラインによる回答 

  

         

 

 

 

  調査票への記入        郵送で提出 

                （当日消印有効） 

  

調査について 

調査の目的 

調査の沿革 

調査の対象 

調査の回答方法・締切 
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■ 消費税など制度の変更の影響を除いて御回答ください。 

■ この調査での「年度」とは、４月から翌年３月を指します。 

 

 

 

 

  

「業種」「会社名」「所在地」「資本金規模」などに変更がある場合

は、該当箇所に取消し線を引き、修正してください。 

「調査票記入担当者」欄は、調査票の記入内容の確認や次年度調査

に関するご案内に使用させていただきますので、御記入をお願い

します。御記入いただいた個人情報は、これらの目的以外には使用

いたしません。 

記入のしかた 

全体について 

企業情報について（表面） 
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証券取引所が定める業種 

（中分類）については、 

５ページの「業種別分類表」 

を御参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「名目」とは実際に市場で取引されている価格で表した値です。 

■ 「実質」とは名目の値から物価変動分を取り除いて表した値です。 

  

■ 海外需要も含めて御記入く

ださい。 

■ 業種が複数あり、連結ベー

スでの回答が難しい場合

は、主力業種でお考えくだ

さい。 

 

問１について（表面） 

「今後３年間」の「我が国の名目（実質）経済成長率」及び「貴業界の需要の名目（実質）成長率」

は、令和８年度、９年度、１０年度、それぞれ対前年度比を計算し、その平均値を御記入ください。 

<例> 

① 令和８年度 名目（実質）経済成長率（対令和７年度） 

② 令和９年度 名目（実質）経済成長率（対令和８年度） 

③ 令和１０年度 名目（実質）経済成長率（対令和９年度） 

⇒上記①～③（３年度分）の平均を御記入ください。 
 

「今後５年間」も上記と同様に御記入ください。 
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＜問１についてよくいただく御質問＞ 

 
「我が国の経済成長率」を予想するのは難しいのですが… 

 
調査票に記載された過去３年間の国内総生産（GDP）の増減率などを御覧ください。 

 
「業界需要の成長率」など企業秘密のため回答できないのですが…  

 
 御回答いただいた内容は、統計法で、「本調査で知り得た情報は漏らしてはならな

い」（第 41 条 守秘義務）、また、「統計調査の目的以外の目的のために調査票情報

を利用し又は提供してはならない」（第 40 条 調査票情報等の利用制限）と定められ

ていますので、本調査の趣旨を御理解いただき、御回答ください。 

 
「貴業界需要の名目（実質）成長率」を回答するうえで、業界別で参考にできるもの

はありますか？  

 
「貴業界需要の名目（実質）成長率」の回答が困難な場合は、設備投資計画や事業

計画などの経営戦略を考える際にベースとされる需要動向（海外需要を含む）などを

参考に御回答ください。 

 また、本調査の過年度公表資料（ホームページ掲載）に、「業界需要の名目（実

質）成長率見通し」の表を業種別で掲載しておりますので、御覧ください。 

  企業行動に関するアンケート調査ホームページ  

最新調査結果→２．統計資料 （Excel形式）→ シート名 P.9「「1-7 業界需要の

名目成長率… 」～P.14「1-12 業界需要の実質成長率…」 

 

   URL：https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/menu_ank.html 

 

 

  

 

A 
Q 

Q 

Q 

A 

A 

企業行動アンケート調査 

https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/menu_ank.html
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＜業 種 別 分 類 表＞ 

平成 28 年 12 月現在 

業   種 

大 分 類 中 分 類 

水産・農林業 水産・農林業 

鉱業 鉱業 

建設業 建設業 

製造業 

食料品 

繊維製品 

パルプ・紙 

化学 

医薬品 

石油・石炭製品 

ゴム製品 

ガラス・土石製品 

鉄鋼 

非鉄金属 

金属製品 

機械 

電気機器 

輸送用機器 

精密機器 

その他製品 

電気・ガス業 電気・ガス業 

運輸・情報通信業 

陸運業 

海運業 

空運業 

倉庫・運輸関連業 

情報・通信業 

商業 
卸売業 

小売業 

金融・保険業 

銀行業 

証券、商品先物取引業 

保険業 

その他金融業 

不動産業 不動産業 

サービス業 サービス業 

 
  

※企業行動に関するアンケート調査の業種分類は、内閣府作成（証券コード協議会が定める業種分類に準じる）。 
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＜問２についてよくいただく御質問＞ 

 
採算円レートとは？   

 
 貴社において、どの程度円高になっても採算がとれるのか、その水準を対米ドル円レ

ート（１ドル＝何円程度か）で御回答ください。 

 

  

輸出を行っていない場合は、以下のように、1 の

位のみに「0」と御記入ください。 

 

 
0 

A 
Q 

問２について（表面） 

主力製品が多岐にわたり回答が難

しい場合は、収益の多い製品でお考

えください。 
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■ 海外における設備投資も含め、連結ベースで御記入ください。 

■ 貴社が子会社を所有していない場合は、貴社のみの状況についてお答えください。 

■ 「今後３年間」の増減率の計算は、「問１」と同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「今後３年間」の見通しが難しい場

合は、社内の事業計画などを踏ま

え、予測可能な範囲で御記入くださ

い。 

問３について（表面） 

新たな「リースに関する会計基準」の適用法人について 

企業会計基準委員会（ASBJASBJ）から、2024 年 9 月 13 

日に、企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」及

び企業会計基準適用指針第 33 号「リースに関する会計基

準の適用指針」（以下、「新リース基準等」。）が公表されま

した。 

 新リース基準等を適用された法人におかれましては、借

手のすべてのリースについて資産及び負債を計上すること

となりますが、本質問では、借手はファイナンス・リース

により取得した固定資産、貸手はオペレーティング・リー

スにより取得した固定資産を含めた設備投資額についてお

答えください。 
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＜問３についてよくいただく御質問＞ 

 
設備投資にはソフトウェアや土地の整地費、造成費なども含めて回答していいのです

か？ 

 
 設備投資には、ソフトウェア（無形固定資産）や土地の整地費、造成費も含めてお考

えください。 

 なお、「設備投資に含めない」ものは、「土地の購入」、「中古品の購入」及び「建

設仮勘定からの振替」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
設備投資額の「工事ベース」とは？ 

 
 「工事ベース」（進捗ベース）は、期中の全投資額（建設中・取付中の資産に対する

投資を含む）で御回答ください。 

 

 

  

Q 

Q 

A 

A 

 

 

＜有形固定資産＞ 

・建物及び暖房・照明などの付属設備 

・構築物（ドック、岸壁、さん橋、軌道、貯水

池など） 

・機械、装置など 

・船舶、鉄道車両、自動車など 

・工具、器具、備品（耐用年数１年以上のも

の） 

・リース資産 など 

＜無形固定資産＞ 

・特許権 ・借地権 ・商標権 ・実用新案権 

・鉱業権 ・漁業権 ・ソフトウェア など 

「設備投資に含める」主なもの 

※営業用のものに限る 

  

・土地の購入 

・中古品の購入 

・建設仮勘定からの振替 

「設備投資に含めない」もの 
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■ 連結ベースではなく、貴社のみの状況を御記入ください。 

 

■ 雇用者とは、貴社が雇っている「正社員・正職員」「嘱託」「契約社員」「パート・アルバイト」で

す。「役員」も含めます。「派遣社員」は含めません。 

 

■ 「今後３年間」の増減率の計算は、「問１」と同じです。原則として、３月末時点の雇用者数で計

算してください。 

 

  

「今後３年間」の見通しが難しい場

合は、社内の事業計画などを踏ま

え、予測可能な範囲で御記入くださ

い。 

問４について（裏面） 
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※問５は、製造業の場合のみ、御記入ください。 

 

■ 海外で最終生産物として生産された製品は、海外現地生産とします。 

（例）ある製品の部品は国内で生産し、それを海外の工場に搬入して製品を組み立てている場合

などは、海外現地生産となります。 

■ 海外にある別会社に生産を委託している場合は、海外現地生産に含めません。 

■ 貴社が出資している会社については、外国為替及び外国貿易法の「対外直接投資」の届出範囲で

御記入ください。 

 

令和１２年度の見通しが難

しい場合は、令和６年度の実

績や令和７年度の実績見込

みをベースに、社内の事業計

画などを踏まえ、予測可能な

範囲で御記入ください。 

問５について（裏面） 
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「その他」を選んだ場合は、

（  ）内に具体的な理由を御

記入ください。 
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＜御参考：調査についてよくいただく御質問＞ 

 
「企業行動に関するアンケート調査」とはなんですか？ アンケートですか？ 

 
 この調査は、統計法（平成 19年法律第 53号）に基づき、国の行政機関が行う統計調査（統

計の作成を目的として、法人などに対し事実の報告を求める調査のこと）になります。 

 
「企業行動に関するアンケート調査」は、毎年行っているのですか？ 

 
 毎年（概ね 12～１月）行っています。 

 この調査は、企業が今後の景気や業界需要の動向をどのように見通しているかなどについ

て、継続的な調査を行うことにより、企業活動の面から我が国経済の実態を明らかにするこ

とを目的として、昭和 36 年度から調査を開始し、統計法に基づく一般統計調査として毎年

実施しています。 

 
なぜ、当社に調査の依頼がきたのですか？ 

 
この調査は、東京証券取引所のプライム市場及びスタンダード市場、名古屋証券取引所の

プレミア市場及びメイン市場に上場する全企業（約 3,200社）を対象としています。 

貴社につきましては、各証券取引所のホームページや会社四季報などから、会社名や所在

地などを確認し、調査書類をお送りしています。また、昨年度調査の際に御連絡させていた

だきました部署宛てに調査書類をお送りしています。 

御担当部署が異なっておりましたら、御面倒ですが、調査実施事務局まで御連絡いただき

ますようお願いいたします。 

 

 
どうしても調査に協力しなければいけないのですか？ 罰則があるのでしょうか？ 

 
この調査は基幹統計ではなく、一般統計調査のため罰則はありませんが、日本経済の現状

について調査・分析を行う際の基礎資料となる大切な資料です。 

調査の結果は、「経済財政白書」などで取り上げられ、経済政策立案などの基礎資料として

活用されます。 

年末年始のお忙しい中、大変恐縮ですが、調査への御理解と御協力をお願いいたします。 

 

Q 

A 

A 

Q 

Q 
A 

Q 
A 
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回答した個人情報や会社情報が、調査委託会社から漏れることはないですか？  

 
調査委託会社については、調査業務の受託実績、情報セキュリティ対策、実施体制など書

類審査等を行い、合格した事業者のみを対象とした一般競争入札を経て、決定しています。

また、調査受託に当たっては、調査票等の記載内容の適切な管理、業務上知り得た情報の開

示又は漏えいをしてはならないとしています。 

調査委託会社は、プライバシーマークの取得及び情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）適合性評価制度の認証を受けております。個人情報の取扱いには万全を期し、厳重

な管理体制で行っていますので、調査に御協力をお願いいたします。 

 
昨年の当社の回答内容（又は回答者）を教えてもらえますか？ 

 
 本調査で知り得た情報は、統計法で「漏らしてはならない」（第 41 条 守秘義務）と定め

られているため、たとえ貴社の回答内容（回答者）であってもお答えすることはできません。 

 

 
持株会社の場合でも、連結ベースで回答しなければならないのですか？ 

 
「問４」（雇用者数の動向）以外は、連結ベースでの御回答をお願いしていますが、難し

い場合は、主力子会社でお考えください。 

また、「問４」（雇用者数の動向）は、連結ベースではなく、単体（提出企業のみ）ベー

スで御回答ください。 

 
調査票の記入上の注意４に「貴社が子会社を所有していない場合は、全ての問に貴社のみの

状況についてお答えください。」とありますが、子会社とは何を指していますか。  

 
貴社が 50％を超える議決権を所有する会社をいいます。また、子会社あるいは貴社と子会

社の合計で 50％超の議決権を所有している会社も含みます。ただし、50％以下であっても、

貴社の連結財務諸表の対象となる場合は、その会社を含みます。 

  

Q 
A 

Q 
A 

Q 
A 

A 
Q 
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設問内容によって、計算の基になる具体的な数値が出せない場合、どのように記入すればい

いですか？ 

 
 この調査は、予想や見通しなどの数値を御記入いただくものが多いのですが、計算の基に

なる具体的な数値が出せない場合でも、計算過程の数値や想定し得る数値などから判断し、

予測可能な範囲で御回答ください。 

 
今年度の実績がまだ確定していないのですが… 

 
 今年度の実績が確定していない場合は、予測値（見込み額）で構いません。 

 

 
設問にある今後３年間の増減率はどのように求めるのですか？ 

 
 該当年度の前年度に対する増減率を算出し、その増減率の単純平均を計算して御回答くだ

さい。 
 

A 

Q 
A 

Q 
A 

Q 


